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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＯＶＤ画像付きシートの製造において、複数個の固定柄のＯＶＤ画像を形成したＯＶＤ
形成層に、回転治具と各々異なる変動柄の形状を有する複数の凸状金型とを有する字輪と
、任意の回折格子をランダムに組み合わせたレリーフ型ＯＶＤ画像を有する厚さ５０～２
００μｍの薄板状のＯＶＤ付き金型とを有するＯＶＤ付き字輪を用い、該凸状金型を該Ｏ
ＶＤ付き金型を介して押圧し、各々異なる変動柄のＯＶＤ画像を、該複数個の固定柄のＯ
ＶＤ画像の各々に隣接し、且つ各々に対応して形成することを特徴とするＯＶＤ画像付き
シートの製造方法。
【請求項２】
　前記各々異なる変動柄のＯＶＤ画像が、製造順序などを示す連続番号であることを特徴
とする請求項１記載のＯＶＤ画像付きシートの製造方法。
【請求項３】
　前記固定柄のＯＶＤ画像を形成する工程において、さらに該固定柄のＯＶＤ画像の各々
に対応したレジスターマークを形成することを特徴とする請求項１又は２に記載のＯＶＤ
画像付きシートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、クレジットカード、有価証券、証明書類等に貼着して用いられる転写
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シートやシール等に関し、特に、ホログラム、回折格子のようなＯＶＤを用いた画像（Ｏ
ＶＤ画像）を有する転写シートやシール等、及びその製造方法、及びそれを用いた媒体に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
光の干渉を用いて立体画像や特殊な装飾画像を表現し得る、ホログラムや回折格子のよう
なＯＶＤ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）の開発が進められている
。
ホログラムや回折格子のようなＯＶＤは、微細な凹凸パターンや、屈折率の異なる縞状パ
ターンなど光を回折する構造からなっており、以下ではホログラムや回折格子などをＯＶ
Ｄと称することとする。
【０００３】
ＯＶＤを用いた画像、すなわち、ＯＶＤ画像の製造には高度な技術を要し、また、シート
状に製造することが可能なことから、偽造防止手段としてクレジットカード、有価証券、
証明書類等の一部分に貼着し偽造防止手段が施された媒体として使用されている。
そして、ＯＶＤ画像をこれらの物品に貼着する方法として、従来からＯＶＤ画像付き転写
シートを用いてＯＶＤ画像を転写する方法が多く用いられている。
【０００４】
ホログラムは、一般に、光学的な撮影方法により微細な凹凸パターンからなるレリーフ型
のマスターホログラムを作製し、次に、このマスターホログラムから電気メッキ法により
凹凸パターンを複製したニッケル製のプレス版を作製し、そして、このプレス版をホログ
ラムを形成する層上に加熱押圧するという方法により大量複製が行われている。
このタイプのホログラムはレリーフ型ホログラムと称されている。
【０００５】
また、体積型ホログラムと称し、感光性樹脂などの記録材を用いて感光性樹脂の屈折率を
体積方向に変化させ、体積方向に干渉縞を記録して反射型ホログラムとしたものがある。
このタイプのホログラムはリップマンホログラムと呼ばれる。
【０００６】
更に、回折格子を用いたものは、このような立体画像を再生し得るホログラムとは異なり
、微小なエリアに複数種類の単純な回折格子を配置して画素とし、グレーティングイメー
ジ、ピクセルグラムと呼ばれる画像を表現するものである。このような回折格子を用いた
画像は、レリーフ型ホログラムと同様な方法で大量複製が行われている。
【０００７】
ホログラムや回折格子のような、これらＯＶＤを用いた画像（ＯＶＤ画像）は、上記のよ
うに、偽造防止手段としてクレジットカード、有価証券、証明書類等の一部分に貼着して
使用されているが、偽造防止手段として用いられる際には、シート状に大量複製されたＯ
ＶＤ画像の１つ１つを管理する必要があり、例えば、インキジェット、印刷、字輪転写等
の方式を用いてＯＶＤ画像の１つ１つに対応した各々異なる変動柄、例えば、製造順序を
示す連続番号を設けて管理することが行われている。
【０００８】
ところが、これらＯＶＤ画像に対応した、製造順序を示す連続番号は、なんら偽造対策が
取られていない墨インキ等で印字したものが多く、例えば、意図して連続番号を印字する
ことにより簡単に偽造することができるという問題があった。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、複数個の固定柄の
ＯＶＤ画像の１つ１つに対応して各々異なる変動柄が設けられたＯＶＤ画像付きシートに
おいて、各々異なる変動柄が簡単には偽造することができないＯＶＤ画像付きシート、及
びその製造方法、及びそれを用いた媒体を提供することを課題とするものである。
【００１０】



(3) JP 4482950 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
本発明は、ＯＶＤ画像が形成されたＯＶＤ画像付きシートにおいて、複数個の固定柄のＯ
ＶＤ画像と、該複数個の固定柄のＯＶＤ画像の各々に隣接し、且つ各々に対応して設けら
れた各々異なる変動柄のＯＶＤ画像を有することを特徴とするＯＶＤ画像付きシートであ
る。
また、本発明は、上記発明によるＯＶＤ画像付きシートにおいて、前記各々異なる変動柄
のＯＶＤ画像が、製造順序などを示す連続番号であることを特徴とするＯＶＤ画像付きシ
ートである。
【００１１】
また、本発明は、ＯＶＤ画像付きシートの製造において、複数個の固定柄のＯＶＤ画像を
形成したＯＶＤ形成層に、各々異なる変動柄の形状を有する凸状金型を、任意のレリーフ
型ＯＶＤ画像を有する薄板状金型を介して押圧し、各々異なる変動柄の形状で任意のレリ
ーフ型ＯＶＤ画像を、該複数個の固定柄のＯＶＤ画像の各々に隣接し、且つ各々に対応し
て形成することを特徴とするＯＶＤ画像付きシートの製造方法である。
【００１２】
また、本発明は、上記発明によるＯＶＤ画像付きシートを用いたことを特徴とする媒体で
ある。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を詳細に説明する。
図１は、本発明によるＯＶＤ画像付きシートの一実施例の構成を示す断面図である。
ＯＶＤ画像付きシート（１０）は、支持体としての基材（１１）上に剥離層（１２）が形
成され、剥離層の上にはＯＶＤ形成層（１３）が形成されている。
【００１４】
そして、このＯＶＤ形成層（１３）の表面には、微細な凹凸のＯＶＤレリーフパターン（
１４）が形成されており、その上には反射性薄膜層（１５）が蒸着またはスパッタリング
等により形成され、更に、その上に接着層（１６）が形成されているものである。
ＯＶＤレリーフパターン（１４）は、微細な凹凸のＯＶＤレリーフパターンを有するニッ
ケル製の金型を、ＯＶＤ形成層（１３）上に加熱押圧するなどの周知の方法により形成す
ることが可能なものである。
【００１５】
微細な凹凸のＯＶＤレリーフパターン（１４）がＯＶＤ形成層（１３）上に形成される前
の状態、すなわち、図１における、支持体としての基材（１１）上に剥離層（１２）、及
びＯＶＤ形成層（１３）が形成された状態のものが成形用シート（１７）であり、この成
形用シート（１７）のＯＶＤ形成層（１３）上に上記ニッケル製の金型を用いてＯＶＤレ
リーフパターン（１４）が形成されるものである。
【００１６】
基材（１１）は、支持体となるフィルム状のもので、一般には、透明なポリエチレンテレ
フタレートフィルムが用いられる。その他には、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリカ
ーボネート、ポリメタクリル酸メチル、ポリスチレン等の合成樹脂、天然樹脂、紙、合成
紙などから単独で、または組み合わされた複合体などで使用可能である。
基材（１１）の厚みは、それぞれの利用分野に適した厚みを選択する必要があり、一般に
は、２０～１００μｍ程度の厚みが望ましいものである。
【００１７】
剥離層（１２）は、ＯＶＤ形成層（１３）をより効果的に被転写体（図示せず）に転写す
るために設けられたものであり、熱可塑性アクリル樹脂、塩化ゴム系樹脂、塩化ビニル－
酢酸ビニル共重合樹脂、セルロース系樹脂、塩素化ポリプロピレン樹脂、ポリエステル樹
脂、あるいは、これらにオイルシリコン、脂肪酸アミド、ステアリン酸亜鉛、その他無機
物などを添加したものが使用可能なものである。
【００１８】
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ＯＶＤ形成層（１３）は、エンボス成形性が良好で、プレスムラが生じ難く、明るい再生
像が得られ、剥離層（１２）及び反射性薄膜層（１５）との接着性が良好である樹脂であ
って、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂などの熱可塑性樹
脂、不飽和ポリエステル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン（メタ）アクリレ
ート、ポリエステル（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレート、ポリオール
（メタ）アクリレート、メラミン（メタ）アクリレート、トリアジン（メタ）アクリレー
トなどの熱硬化性樹脂あるいはこれらの混合物、さらにはラジカル重合性不飽和基を有す
る熱成型性材料などが使用可能である。
また、上記以外のものでも、ＯＶＤレリーフパターン（１４）が形成可能な安定性を有す
る材料であれば使用可能である。
【００１９】
また、ＯＶＤレリーフパターン（１４）は、このような組成のＯＶＤ形成層（１３）に対
し、１００～２００℃に加熱したＯＶＤレリーフパターンを有する金型を圧力をかけて押
し付けることにより形成される。
【００２０】
反射性薄膜層（１５）は、光を反射する層であって、Ａｌ、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕなどの反射
性を有する金属が使用可能である。
反射性薄膜層（１５）を形成する方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオン
プレーティング法等の成膜手段が適用可能であり、膜厚としては１０～１１００ｎｍの範
囲にあることが好ましい。
【００２１】
また、反射性薄膜層（１５）として、反射性と透過性を合わせ持つ高屈折率透明材料を使
用することも可能である。
すなわち、ＯＶＤ形成層（１３）（屈折率ｎ＝１．３～１．５）よりも屈折率が高く、透
明性を持つ材料、例えば、表１に示す無機材料が使用可能なものである。
【００２２】
【表１】
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【００２３】
接着層（１６）は、反射性薄膜層（１５）を変質させたり、冒すものでなければ通常用い
られるものでよく、塩酢ビ系接着剤、アクリル系接着剤、ポリエステル系接着剤などが使
用可能であるが、これらに限定されるものではない。
【００２４】
上記構成のＯＶＤ画像付きシート（１０）を用い、ＯＶＤ画像を有価証券などの被転写体
の一部分に貼着する際には、一般的なホットスタンプ法により転写、貼着するものである
。
【００２５】
次に、本発明のＯＶＤ画像付きシートが有するＯＶＤ画像について説明する。図２は、本
発明によるＯＶＤ画像付きシートのＯＶＤ画像を示す平面図である。ＯＶＤ画像としては
、複数個の固定柄のＯＶＤ画像（２１）、各々異なる変動柄のＯＶＤ画像（２２）、レジ
スターマーク（２３）などが形成された構成となっている。
【００２６】
図２に示すように、複数個の固定柄のＯＶＤ画像（２１）は、複数個が連続して形成され
ており、その各々に隣接し、且つその各々に対応して、各々異なる変動柄のＯＶＤ画像（
２２）が形成されている。この各々異なる変動柄のＯＶＤ画像（２２）は、複数個の固定
柄のＯＶＤ画像（２１）を管理するためのものである。
そして、レジスターマーク（２３）は、複数個の固定柄のＯＶＤ画像（２１）の各々に対
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応して形成されている。このレジスターマーク（２３）は、ＯＶＤ画像付きシートの送り
機構を制御するためのものである。
【００２７】
各々のＯＶＤ画像としては、回折方向や空間周波数を異ならせた複数の単純な回折格子、
回折格子画像、レインボーホログラム画像、３Ｄホログラム画像、あるいは、これらの組
合せなど、あらゆるＯＶＤ画像を用いることができる。
また、レジスターマーク（２３）は、回折格子やホログラムなどであるが、また、印刷、
エッチングパターンなどで形成されてもよい。
【００２８】
次に、各々異なる変動柄のＯＶＤ画像（２２）を有するＯＶＤ画像付きシートを作製する
方法について説明する。
図３は、本発明における成形用シート（１７）に、各々異なる変動柄のＯＶＤ画像（２２
）を形成する際に使用するＯＶＤ付き字輪の一例を示す模式図である。
図４は、本発明における成形用シート（１７）に、各々異なる変動柄のＯＶＤ画像（２２
）を形成する際に使用する字輪方式エンボス装置の一例を示す模式図である。
【００２９】
図３において、ＯＶＤ付き字輪（３０）は、字輪（３１）と字輪の表面に設けられたＯＶ
Ｄ付き金型（３２）で構成されている。
そして、字輪（３１）は、回転治具（３３）とパターン金型（３４）で構成され、パター
ン金型（３４）の表面は、各々異なる変動柄の画像であり、その画像が凸状となっている
金型である。
そして、このパターン金型（３４）の表面の画像はＯＶＤ画像となる前の画像である。画
像としては、数字、英字、漢字、ひらがな、シンボルマークなどのあらゆる文字、画像を
用いることができる。
【００３０】
各々異なる変動柄のＯＶＤ画像（２２）を成形用シート（１７）に形成する方法は、字輪
（３１）を加熱し、成形用シート（１７）にＯＶＤ付き字輪（３０）を押圧することで、
パターン金型（３４）の凸状部に位置するＯＶＤ付き金型（３２）のみが成形用シート（
１７）に押圧され、ＯＶＤ付き金型（３２）のレリーフが成形用シート（１７）に成形さ
れる方法である。
従って、ＯＶＤ付き金型（３２）に剛性の高い、厚みのある金型を用いると、パターン金
型（３４）の凸状部以外の部分も成形されてしまうため、ＯＶＤ付き金型（３２）の厚み
としては、５０～２００μｍ程度の薄板状のものが好ましいものである。
【００３１】
字輪方式エンボス装置（４０）は、字輪ヘッド（４１）、レジスターセンサー（４２）、
成形用シート搬送機構（４３）、押圧ローラー（４４）などで構成されている。そして、
字輪ヘッド（４１）には、ＯＶＤ付き字輪（３０）が組み込まれている。
まず、成形用シート搬送機構（４３）より、予め固定柄のＯＶＤ画像（２１）とレジスタ
ーマーク（２３）が形成された成形用シート（５７）を搬送させる。
【００３２】
次に、レジスターセンサー（４２）が成形用シート（５７）のレジスターマーク（２３）
を検出し、検出信号を基に字輪ヘッド（４１）を同期させ、固定柄のＯＶＤ画像（２１）
の所定の位置に、字輪ヘッド（４１）に組み込まれたＯＶＤ付き字輪（３０）の加熱した
字輪（３１）を押圧し、字輪ヘッド（４１）と押圧ローラー（４４）の間で成形用シート
（５７）のＯＶＤ形成層（１３）上に変動柄のＯＶＤ画像（２２）を形成する。
ＯＶＤ形成層（１３）上に形成された変動柄のＯＶＤ画像（２２）の画像の形状は、例え
ば、数字の形状であるが、画像部分の表面はレリーフ状のＯＶＤである。
【００３３】
変動柄のＯＶＤ画像（２２）を形成した後は、字輪ヘッド（４１）を成形用シート（５７
）から離し、各々のＯＶＤ付き字輪（３０）を所定の位置に回転させ、次の変動柄のＯＶ
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Ｄ画像（２２）の形成準備をし、同時に、成形用シート搬送機構（４３）が成形用シート
（５７）を搬送する。
【００３４】
ここで、各々のＯＶＤ付き字輪（３０）とは、例えば、上記ＯＶＤ付き字輪（３０）の複
数個を軸（３５）方向に並べ、ＯＶＤ付き字輪（３０）が連動して回転するようになって
いるものである。
例えば、０～９の数字を変動柄としたパターン金型（３４）を設けたＯＶＤ付き字輪（３
０）の３個を軸（３５）方向に並べ、３桁の数字表示（シリアル番号）ができるように連
動させたものである。
【００３５】
上記のような工程を繰り返すことで、成形用シート（５７）の固定柄のＯＶＤ画像（２１
）に合わせ、各々画像が異なる変動柄のＯＶＤ画像（２２）、例えば、シリアル番号を形
成することができるものとなる。
なお、字輪方式エンボス装置（４０）は、公知の固定柄のロールエンボス装置の搬送部分
に組み込み、従来のロールエンボス装置と同期させて稼働させることが望ましい。
【００３６】
【実施例】
以下に、本発明の実施例を挙げて詳細に説明する。
＜実施例１＞
最初に、厚み２５μｍの透明ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムから成る基
材に剥離層用塗料をグラビア法を用いて、塗布乾燥し、層厚０．８μｍの剥離層を形成し
た。この上にＯＶＤ形成層用塗料をグラビア法を用いて、塗布乾燥し、層厚０．５μｍの
ＯＶＤ形成層を形成し、成形用シートを得た。
【００３７】
次いで、立体模型を用いたレインボーホログラム方式による固定柄ＯＶＤ画像、および回
折格子によるレジスターマークが形成されたニッケル製の固定柄ＯＶＤ画像金型を１６５
℃に加熱し、公知のロールエンボス法により、ＯＶＤ形成層上に押圧することで、ＯＶＤ
形成層上に固定柄ＯＶＤ画像、およびレジスターマークを形成した。
【００３８】
次いで、固定柄ＯＶＤ画像、およびレジスターマークが形成された成形用シートを、字輪
方式エンボス装置にかけ、字輪の温度を１７５℃に加熱し、ＯＶＤ形成層上に押圧するこ
とで、ＯＶＤ形成層上に変動柄のＯＶＤ画像を形成した。
ＯＶＤ付き金型のＯＶＤとしては、回折格子をランダムに組み合わせた回折格子を用いた
。
また、パターン金型の画像としては０～９の数字を用いた。
【００３９】
次いで、上記方法で変動柄のＯＶＤ画像を形成したＯＶＤ形成層上に、真空蒸着法を用い
て膜厚０．０５μｍのＡｌ層を形成して反射性薄膜層を設けた。
最後に、このＡｌ層上に接着層用塗料をグラビア法を用いて、塗布乾燥し、層厚０．５μ
ｍの接着層を設けてＯＶＤ画像付きシートを得た。
【００４０】
以下に、ＯＶＤ転写シート製造に使用した塗料について示す。
（剥離層用塗料）
アクリル樹脂　　　　　　　　　　　…３０部
ポリエステル樹脂　　　　　　　　　…　５部
トルエン　　　　　　　　　　　　　…４０部
メチルエチルケトン　　　　　　　　…４０部
メチルイソブチルケトン　　　　　　…２０部
（ＯＶＤ形成層用塗料）
塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体　　…２５部
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ウレタン樹脂　　　　　　　　　　　…１０部
メチルエチルケトン　　　　　　　　…７０部
トルエン　　　　　　　　　　　　　…３０部
（接着層用塗料）
塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体　　…３０部
ポリエステル樹脂　　　　　　　　　…２０部
メチルエチルケトン　　　　　　　　…５０部
トルエン　　　　　　　　　　　　　…５０部
【００４１】
上記のようにして、複数個の固定柄のＯＶＤ画像と、その各々に隣接した位置に、その各
々に対応して、各々異なる変動柄（シリアル番号）のＯＶＤ画像を有するＯＶＤ画像付き
シートを得た。
【００４２】
【発明の効果】
本発明は、ＯＶＤ画像が形成されたＯＶＤ画像付きシートにおいて、複数個の固定柄のＯ
ＶＤ画像と、複数個の固定柄のＯＶＤ画像の各々に隣接し、且つ各々に対応して設けられ
た各々異なる変動柄のＯＶＤ画像を有するＯＶＤ画像付きシートであるので、各々異なる
変動柄が簡単には偽造することができないＯＶＤ画像付きシートとなる。
【００４３】
また、本発明は、複数個の固定柄のＯＶＤ画像を形成したＯＶＤ形成層に、各々異なる変
動柄の形状を有する凸状金型を、任意のレリーフ型ＯＶＤ画像を有する薄板状金型を介し
て押圧し、各々異なる変動柄の形状で任意のレリーフ型ＯＶＤ画像を、複数個の固定柄の
ＯＶＤ画像の各々に隣接し、且つ各々に対応して形成するので、各々異なる変動柄が簡単
には偽造することができないＯＶＤ画像付きシートの製造方法となる。
【００４４】
また、本発明は、上記ＯＶＤ画像付きシートを用いた媒体であるので、各々異なる変動柄
が簡単には偽造することができない媒体となる。
【００４５】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるＯＶＤ画像付きシートの一実施例を示す断面図である。
【図２】本発明によるＯＶＤ画像付きシートのＯＶＤ画像を示す平面図である。
【図３】各々異なる変動柄のＯＶＤ画像を形成する際に使用するＯＶＤ付き字輪の一例を
示す模式図である。
【図４】各々異なる変動柄のＯＶＤ画像を形成する際に使用する字輪方式エンボス装置の
一例を示す模式図である。
【符号の説明】
１０…ＯＶＤ画像付きシート
１１…基材
１２…剥離層
１３…ＯＶＤ形成層
１４…ＯＶＤレリーフパターン
１５…反射性薄膜層
１６…接着層
１７…成形用シート
２１…固定柄のＯＶＤ画像
２２…変動柄のＯＶＤ画像
２３…レジスターマーク
３０…ＯＶＤ付き字輪
３１…字輪
３２…ＯＶＤ付き金型
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３３…回転治具
３４…字輪
３５…軸
４０…字輪方式エンボス装置
４１…字輪ヘッド
４２…レジスターセンサー
４３…成形用シート搬送機構
４４…押圧ローラーＯＶＤ付き字輪
５７…予め固定柄のＯＶＤ画像とレジスターマークが形成された成形用シート

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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